
○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における利益相反マネジメント

に関する規則 

（平成２８年５月２６日北院大規則第１１２号） 

改正 平成２９年４月１日施行 平成３０年４月１日施行 

令和５年４月１日規則第４７号 
 

（目的） 

第１条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学（以下「本学」とい

う。）の役職員が産学連携活動その他の社会貢献活動（以下「産学連携活動等」

という。）及び人を対象とする研究を行う上での利益相反を適正に管理するため

必要な事項を定めることにより、本学の社会貢献の推進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則において「役職員」とは、本学の役員（非常勤の者を除く。）、教

員、産学連携活動等に関する業務に従事又は人を対象とする研究を実施する職員

（派遣契約その他の契約に基づき本学の業務に従事する者を含む。）をいう。 

２ この規則において「産学連携活動」とは、起業にかかわる活動、企業及び団体

（公的機関及び地方公共団体等を除く。以下「企業等」という。）の運営に携わ

る活動及び共同研究等産学連携にかかわる活動並びにその他本学における職務以

外の産学連携にかかわる諸活動をいう。 

３ この規則において「利益相反マネジメント」とは、本学の役職員が、産学連携活

動等及び人を対象とする研究を行う上で、その活動や成果に基づき得る個人的利

益が役職員としての責務又は公共の利益を損なわないよう適正に管理することを

いう。 

（利益相反マネジメントの対象） 

第３条 利益相反マネジメントは、役職員が、産学連携活動等及び人を対象とする研

究において、次に掲げる行為を行う場合を対象とする。 

（１） 企業等から報酬、株式保有等の経済的利益を有する場合 

（２） 企業等と共同研究又は受託研究を実施する場合 

（３） 企業等から寄付金又は設備若しくは物品の供与を受ける場合 

（４） 第１号から第３号の企業等に対して、施設又は設備の利用を提供する場

合 

（５） 第１号から第３号の企業等から物品を購入する場合 

（６） その他第６条に規定する利益相反マネジメント委員会が利益相反マネジ

メントの対象として認めた行為を行う場合 

（利益相反マネジメント総括責任者） 

第４条 本学に、本学における利益相反マネジメントを総括させるため、利益相反マ

ネジメント総括責任者（以下「総括責任者」という。）を置く。 

２ 総括責任者は、研究を担当する理事をもって充てる。 

（利益相反マネジメント実施責任者） 



第５条 本学に、総括責任者の命を受け、本学における利益相反マネジメントに関す

る事務を掌理させるため、利益相反マネジメント実施責任者（以下「実施責任者」

という。）を置く。 

２ 実施責任者は、総務を担当する理事をもって充てる。 

（利益相反マネジメント委員会） 

第６条 本学に、利益相反マネジメント委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、役職員に係る利益相反を適正に管理するため、次に掲げる事項を所掌

する。 

（１） 利益相反マネジメントに係る規則等の制定及び改廃の審議に関する事項 

（２） 利益相反による弊害を抑えるための施策の策定に関する事項 

（３） 利益相反に係る審査及び回避要請等に関する事項 

（４） 利益相反マネジメントの実施に関する事項 

（５） 利益相反マネジメントに係る教育研修の実施に関する事項 

（６） 外部からの利益相反の指摘への対応に関する事項 

（７） その他本学の利益相反マネジメントに関する重要事項 

３ 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

（１） 総括責任者 

（２） 先端科学技術専攻から推薦された教授 ３名 

（３） 実施責任者 

（４） 産学官連携推進センター長 

（５） 副理事（研究担当） 

（６） 副理事（総務担当） 

（７） 本学の役職員以外の者で、利益相反に関する専門的知識又は高度な実務

経験若しくは学識経験を有する者 １名以上 

（８） その他委員会が必要と認めた者 

４ 委員会に委員長を置き、総括責任者をもって充てる。 

５ 委員長は、審議事項について利害関係を有する委員を審議に参加させないことが

できることとし、委員長が審議事項について利害関係を有する場合は、委員長以

外の委員の中から委員長代理を指名する。 

６ 第３項第２号及び第７号に掲げる委員は、学長が委嘱する。 

７ 第３項第２号に掲げる委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

８ 前項の委員は、再任することができる。 

９ 委員会は、過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 

１０ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委

員長の決するところによる。 

（利益相反不服審査委員会） 



第７条 本学に、第９条第１項の規定に基づき、委員会から回避要請の通知を受けた

役職員からの不服申立てについて審査させるため、利益相反不服審査委員会（以

下「不服審査委員会」という。）を置く。 

２ 不服審査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

（１） 理事（委員会委員を除く。） 

（２） 先端科学技術専攻から推薦された教授 ３名（委員会委員を除く。） 

（３） その他不服審査委員会が必要と認めた者 若干人 

３ 不服審査委員会に委員長を置き、前項第１号の委員をもって充てる。 

４ 委員長は、審議事項について利害関係を有する委員を審議に参加させないことが

できることとし、委員長が審議事項について利害関係を有する場合は、委員長以

外の委員の中から委員長代理を指名する。 

５ 第２項第２号及び第３号に掲げる委員は、学長が委嘱する。 

６ 第２項第２号に掲げる委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

７ 前項の委員は、再任することができる。 

８ 第６条第９項及び第１０項の規定は、不服審査委員会の議事について準用する。 

（利益相反マネジメントの実施） 

第８条 役職員は、所定の時期または第３条第１項に規定する対象となる事象の発生

前に、利益相反の状況について委員会に申告しなければならない。 

２ 委員会は、前項の申告に基づき利益相反を審査の上、当該申告を行った役職員に

対し、承認又は回避要請の別により通知するとともに学長に報告する。 

３ 委員会は、前項の規定による通知の前に、利益相反の有無等を確認するため必要

と認めた場合には、当該申告を行った役職員に対し、調査を行うことがある。 

４ 前項に定めるもののほか、委員会は、第２項の規定により回避要請の通知を行っ

た役職員について、回避措置の実施状況等を確認するため必要と認めた場合には、

当該役職員に対し、調査を行うことがある。 

５ 役職員は、第２項の規定により回避要請の通知を受けた場合には、原則としてこ

れに従わなければならない。 

（不服申立て） 

第９条 前条第２項の規定により回避要請の通知を受けた役職員は、その内容につい

て不服がある場合には、前条第５項の規定にかかわらず、不服審査委員会に対し、

不服申立てを行うことができる。 

２ 不服審査委員会は、前項の不服申立ての内容を審査の上、その結果を当該役職員

に対し通知するとともに、その申立てが相当であると認めた場合には、委員会に

対しその旨を通知する。 

３ 委員会は、前項の規定により通知を受けた場合には、再審査を行い、その結果を

第１項の規定により不服申立てを行った役職員に対し通知するとともに学長に報

告する。 



４ 役職員は、第２項の規定により不服審査委員会から通知があった場合又は前項の

規定により委員会から通知があった場合には、これに従わなければならない。 

（役員会への報告） 

第１０条 学長は、役員の利益相反マネジメントを実施したときには、役員会に報告

する。 

（教育研修） 

第１１条 委員会は、役職員に対し、利益相反について理解を深め、利益相反マネジ

メントに関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行うものと

する。 

（個別相談） 

第１２条 役職員は、利益相反について、個別に委員会に相談することができる。 

（学生に対する利益相反マネジメント） 

第１３条 学生に対する利益相反マネジメントを実施する場合は、役職員の利益相反

マネジメントに準ずるものとする。 

（秘密の保持） 

第１４条 本学における利益相反マネジメントに関する業務に関与する者は、その業

務により知り得た一切の情報に係る秘密を他に漏えいし、又は提供してはならな

い。その業務に従事しなくなった後も同様とする。 

（事務） 

第１５条 利益相反マネジメントに関する事務は、関係各課等の協力を得て、研究推

進課において処理する。 

（雑則） 

第１６条 この規則に定めるもののほか、利益相反マネジメントに関し必要な事項は、

別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２８年５月２６日から施行する。 

附 則（平成２９年４月１日施行） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年４月１日施行） 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年４月１日規則第４７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 



２ この規則の施行の日の前日において現に改正前の第６条第３項第２号又は第７条

第２項第２号の委員である者は、それぞれ改正後の第６条第３項第２号又は第７

条第２項第２号の委員とみなし、その任期は、この規則の施行の日において引き

続き委員であるとした場合の任期の残任期間と同一の期間とする。 


